
 

債 権 譲 渡 の 通 知 

 

令和  年  月  日 

 

名古屋都市計画事業大曽根北土地区画整理事業 

施行者 名古屋市 

代表者 名古屋市長 

 

住   所 

 

譲渡人氏名               ㊞ 

 

               電 話 番 号 

 

 

名古屋都市計画事業大曽根北土地区画整理事業の換地処分の公告により、名古

屋市に対して有する交付される清算金の債権、金      円を、下記の者に

譲渡しましたので、民法第 467条第 1項に基づき通知いたします。 

 

記 

 

住   所 

 

譲受人氏名                

 

電 話 番 号 

 

（清算金債権が生じた土地） 

区 町 地 番 地 目 地積（㎡） 清算金額（円） 

      

      

 

土地区画整理法及び同施行令並びに名古屋都市計画事業大曽根北土地区画整

理事業施行条例及び同清算金規則に定められた清算金債権についての各条項は、

譲受人に対して準用する。 

 

注）１．確定日付のある証書によること。 

２．譲渡人の印鑑証明書（三ヶ月以内に交付されたもの）添付のこと。 


